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(57)【要約】
【課題】組立作業性を向上でき、熱電対の不具合があっ
た場合でも容易に復旧できる高周波入力結合器を提供す
る。
【解決手段】高周波入力結合器10は、結合器本体11、支
持ロッド26および検出部35を備える。結合器本体11は、
円筒状の内導体15と円筒状の外導体16とを同軸に有する
。支持ロッド26は、内導体15の内部に挿入され、内導体
15を支持する。検出部35は、支持ロッド26に取り付けら
れ内導体15の軸方向の温度分布を検出する熱電対36を有
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円筒状の内導体と円筒状の外導体とを同軸に有する結合器本体と、
　前記内導体の内部に挿入され、前記内導体を支持する支持ロッドと、
　前記支持ロッドに取り付けられ前記内導体の軸方向の温度分布を検出する熱電対を有す
る検出部と
　を具備することを特徴とする高周波入力結合器。
【請求項２】
　前記支持ロッドは、円筒部を有し、
　前記熱電対は、前記円筒部の内部を挿入されるとともに、先端が前記円筒部の外部に突
出して前記内導体に接触されている
　ことを特徴とする請求項１記載の高周波入力結合器。
【請求項３】
　前記支持ロッドは、前記支持ロッドを前記内導体の内部に挿入した状態で前記内導体に
圧接する接触部を有し、
　前記熱電対は、前記接触部に接合されている
　ことを特徴とする請求項１記載の高周波入力結合器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、加速器に高周波を入力する高周波入力結合器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、荷電粒子（電子、イオン）加速器において、クライストロンのような高周波増
幅器から放出された高周波（マイクロ波）を加速空洞に入力するとき、加速空洞に対して
良好なカップリングを持たせることのできる構造を有した高周波入力結合器（カプラ）が
用いられている。高周波入力結合器としては、円筒状の内導体と円筒状の外導体とを同軸
に有する同軸型の高周波入力結合器がある。
【０００３】
　近年の大型加速器施設においては、その運転に必要となる消費電力が膨大なものとなる
ことに対処するために超電導化を図ることが提唱されているが、超電導構造物は起動時に
は室温、運転時には液体Ｈｅ（ヘリウム）温度相当になるため、３００℃に及ぶ温度差に
対応できる構造となっていることが要求されており、高周波入力結合器においても同様の
機能を有する構造とすることが必要となっている。
【０００４】
　そのような要求に対応するため、高周波入力結合器では、膨張・収縮に対して大きな許
容性を有するベローズ部品を用いた構造を採用しているが、室温からスタートして液体Ｈ
ｅ温度（４°Ｋ）に至るまでの冷却工程において急激な温度勾配が生じると、熱収縮の不
均一性により構造体の剛性が追従しきれずに破損する危険性がある。これは逆に、液体Ｈ
ｅ温度から常温まで昇温する場合も同様のものとなる。
【０００５】
　このような高周波入力結合器の冷却、昇温工程における操作においては、常に高周波入
力結合器内の構造体の温度追従性が問題となっており、予想以上の温度勾配が発生してし
まうことが危惧される。
【０００６】
　したがって、高周波入力結合器については、適切な温度制御を行うために、内部の構造
物、すなわち内導体の軸方向の温度分布を監視することが重要とされている。
【０００７】
　内導体の軸方向の温度分布を監視するために、熱電対（サーモカップル）を内導体の要
所に取り付けることが提案されている。
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【０００８】
　しかし、内導体に熱電対を取り付けるには、内導体の内部に熱電対を挿入して測定点に
先端部を接続することが必要となるが、内導体に熱電対を直接結合しようとすると、その
工程の中で、内導体に熱電対を接続し、高周波入力結合器の組立完了まで、熱電対が破断
等の影響が生じないように管理をすることが要求される。
【０００９】
　ここで、熱電対は耐熱タイプのシース型の熱電対を適用することが考えられるが、許容
される曲げ半径などを考慮すると、外径がφ０．５～１ｍｍのものが妥当となる。
【００１０】
　内導体の温度を正確に測定するためには、高周波入力結合器の組立時に、熱電対の先端
を内導体の測定点に当たる部品にロウ付けにより接合することが最も確実であり、実際に
その手法を適用した例も見受けられる。
【００１１】
　しかし、直接ロウ付けをする手法では、複数本の熱電対が内導体の内部で絡みやすくな
り、組立作業を難しいものとする難点ある。
【００１２】
　また、高周波入力結合器の組立時に、高周波入力結合器の常温側と液体Ｈｅ温度側の２
つの構造体をつなぎ合わせるときは、それぞれの構造体の内導体を接続するための組立用
治具を内導体の内部に挿入することになるが、ロウ接合された熱電対は取り外すことがで
きないため、この組立用治具の挿入、操作時に、組立用治具が熱電対に接触し、熱電対の
脱落や破断が発生することも危惧される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２０１４－１７５１３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　高周波入力結合器の内導体の軸方向の温度分布を検出するための熱電対は耐熱タイプの
シース型の熱電対を適用することが考えられるが、許容される曲げ半径などを考慮すると
外径がφ０．５～１ｍｍのものが妥当となる。この熱電対を内導体にロウ接合で直接つな
ぐ手法を採る場合には、熱電対の組立作業、および熱電対の組立後の高周波入力結合器の
組立作業が難しい課題がある。また、熱電対に不具合があった場合、熱電対の交換が難し
く、容易には復旧できない課題がある。
【００１５】
　本発明が解決しようとする課題は、組立作業性を向上でき、熱電対の不具合があった場
合でも容易に復旧できる高周波入力結合器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本実施形態の高周波入力結合器は、結合器本体、支持ロッドおよび検出部を備える。結
合器本体は、円筒状の内導体と円筒状の外導体とを同軸に有する。支持ロッドは、内導体
の内部に挿入され、内導体を支持する。検出部は、支持ロッドに取り付けられ内導体の軸
方向の温度分布を検出する熱電対を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】第１の実施形態を示す高周波入力結合器の断面図である。
【図２】第２の実施形態を示す高周波入力結合器の断面図である。
【図３】同上高周波入力結合器の一部を拡大した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
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　以下、第１の実施形態を、図１を参照して説明する。
【００１９】
　高周波入力結合器（カプラ）10は、結合器本体11を有し、結合器本体11の一端側が加速
器12に接続され、他端側がクライストロン等の高周波増幅器の導波管に接続され、高周波
増幅器から放出された高周波（マイクロ波）を加速器12の加速空洞12aに入力する。
【００２０】
　結合器本体11は、円筒状の内導体15とこの内導体15を収容する円筒状の外導体16とを同
軸に有し、これら内導体15と外導体16との間を通じて高周波増幅器から加速器12の加速空
洞12aへ高周波を伝送する。内導体15の一端側には、加速器12の加速空洞12aに配置される
アンテナ部17が設けられている。
【００２１】
　結合器本体11は、加速器12の加速空洞12a側に向ける一端側の低温側導体19と、高周波
増幅器側に向ける他端側の常温側導体20とを備え、これら導体19，20が結合されている。
【００２２】
　低温側導体19は、加速空洞12aと同じく超電導の臨界温度にするために液体Ｈｅ温度相
当の極低温に維持される。内導体15と外導体16との間に高周波入力窓21が気密に設けられ
ている。高周波入力窓21よりも下流側すなわち加速器12側において、内導体15と外導体16
との間の空間は、加速空洞12aに連通され、加速空洞12aと同じく超高真空に維持されてい
る。
【００２３】
　常温側導体20には、内導体15と外導体16との間に高周波入力窓22が気密に設けられてい
る。常温側導体20には、低温側導体19から反対の高周波増幅器の導波管へ向けて液体Ｈｅ
温度相当の極低温から常温に近付いていくが、高周波入力窓22までは液体窒素温度相当に
保たれている。２つの高周波入力窓21，22の間において、内導体15と外導体16との間の空
間は、超高真空の領域ではないが相応の真空度に保たれている。
【００２４】
　高周波入力窓21，22は、セラミックス製で、内導体15が貫通される中心孔を有する環状
型円板形状に形成されている。高周波入力窓21，22の側面部が内導体15および外導体16に
それぞれロウ接合され、高周波入力窓21，22と内導体15および外導体16との間の気密が確
保されている。なお、セラミックス製の高周波入力窓21，22の接合面となる側面部には、
ロウ接合のためのメタライズ処理が施されている。
【００２５】
　また、結合器本体11は、加速器12側から高周波増幅器の導波管側までの間で液体Ｈｅ温
度から常温までの温度勾配を持つことになるので、内導体15および外導体16の軸方向の伸
縮に対応しつつ内導体15および外導体16を支持する構造を備えている。
【００２６】
　内導体15は、低温側導体19に配置される低温側内導体15aおよび常温側導体20に配置さ
れる常温側内導体15bを備えている。これら低温側内導体15aおよび常温側内導体15bの一
部には、軸方向の伸縮に対応するためにベローズ24，25を備えている。低温側内導体15a
のベローズ24は、低温側内導体15aの一端側とアンテナ部17との間に配置され、アンテナ
部17の軸方向の伸縮と偏芯を許すものとなっている。常温側内導体15bのベローズ25は、
軸方向の複数箇所に設けられている。
【００２７】
　内導体15の内部には、内導体15を支持する支持ロッド（内導体支持ロッド）26が挿入さ
れている。支持ロッド26は、低温側導体19の低温側内導体15aの内部に挿入される円柱部2
7、および常温側導体20の常温側内導体15bの内部に挿入される円筒部28を備えている。な
お、円柱部27の一部は常温側導体20の常温側内導体15bの内部に配置されている。支持ロ
ッド26の一端側である円柱部27の先端は、アンテナ部17にねじ込み結合されており、アン
テナ部17を支えている。支持ロッド26は、アンテナ部17に対してねじ込み解除方向に回動
させることにより、アンテナ部17との結合を解除することも可能となっている。また、支
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持ロッド26の円筒部28の側面には、軸方向の複数箇所に開口部29がそれぞれ形成されてい
る。
【００２８】
　外導体16は、低温側導体19に配置される低温側外導体16aおよび常温側導体20に配置さ
れる常温側外導体16bを備えている。常温側外導体16bの一部には、常温側内導体15bのベ
ローズ25の外側に位置して軸方向の伸縮に対応するためにベローズ31を備えているととも
に、ベローズ31の外側に位置して常温側外導体16bを軸方向の伸縮可能に支える複数本の
外導体支持ロッド32を備えている。
【００２９】
　また、高周波入力結合器10において、最も重要となるのは、常温から液体Ｈｅ温度相当
の極低温に至る冷却過程で軸方向に沿った温度勾配を許容範囲に保つことであり、液体Ｈ
ｅ温度（４°Ｋ）～液体窒素温度（７７°Ｋ）～常温（３００°Ｋ）の温度変化に対応し
て、剛性の低い内導体15に無理な応力が加わらないことが要求されている。
【００３０】
　そのため、内導体15の軸方向の温度分布を検出する検出部35を備えている。検出部35は
、支持ロッド26に取り付けられる熱電対36を備えている。熱電対36は、支持ロッド26の円
筒部28の内部に挿入され、先端部36aが開口部29を通じて円筒部28の外部に突出されてい
るとともに、内導体15（常温側内導体15b）に接触されている。
【００３１】
　熱電対36は、内導体15の軸方向の温度分布を検出するために、内導体15の少なくとも軸
方向の２箇所の測定点の温度を検出するように構成されている。
【００３２】
　そして、高周波入力結合器10の組立時において、熱電対36を組み込んだ支持ロッド26を
内導体15の内部に挿入して内導体15に接合することにより、支持ロッド26の側面から突出
する熱電対36の先端部36aが内導体15に接触し、内導体15の軸方向の温度分布を検出可能
となる。
【００３３】
　また、熱電対36に不具合が生じ、熱電対36の交換をする場合、支持ロッド26の内導体15
との結合を解除し、支持ロッド26を内導体15の内部から抜き外すことにより、熱電対36を
取り出し、交換作業を行うことができる。
【００３４】
　このように構成された高周波入力結合器10によれば、熱電対36を支持ロッド26に取り付
け、支持ロッド26を内導体15の内部に挿入することにより、内導体15の軸方向の温度分布
を検出することができるため、熱電対36の組立作業、および高周波入力結合器10の組立作
業を容易にすることができ、また、熱電対36に不具合があった場合でも、支持ロッド26を
内導体15から抜き外すことにより、熱電対36を内導体15から取り出すことができ、熱電対
36の交換を簡単で、容易に復旧することができる。
【００３５】
　しかも、熱電対36は、支持ロッド26の円筒部28の内部に挿入され、先端部36aが円筒部2
8の外部に突出して内導体15に接触するため、組立時に熱電対36が絡まったり、熱電対36
に損傷を与えるのを防止できる。
【００３６】
　なお、内導体15の測定点の温度を正確に検出するためには、熱電対36の先端部36aを内
導体15にロウ付けなどにより接合することが理想的であるが、これは背景技術の項目でも
説明したように、組立作業が難しくなるとともに、熱電対36の交換が難しくなって容易に
復旧できない課題を有する。
【００３７】
　本実施形態では、熱電対36を内導体15に接触させているだけの構成であるため、熱電対
36と内導体15との接触熱抵抗（ギャップ・コンダクタンス）によって温度検出に誤差が生
まれるおそれもあるが、検出部35は内導体15の軸方向の温度分布の絶対的な値を求めるた
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のであるため、このような構成でも十分にその目的を達成できる。
【００３８】
　次に、図２および図３に第２の実施形態を示す。なお、第１の実施形態と同じ構成につ
いては同じ符号を用い、その構成および作用効果についての説明を省略する。
【００３９】
　支持ロッド26の外側面に、内導体15に接触する接触部40が固定されている。接触部40は
、内導体15に弾性的に圧接するばね41を有する金具42によって構成されている。熱電対36
の先端部36aが接触部40のばね41に溶着して取り付けられている。
【００４０】
　なお、第１の実施形態において、熱電対36の先端部36aと内導体15との接触が十分に確
保されれば、実際の温度と測定値との誤差は小さいものと予想される。しかし、熱電対36
の先端部36aと内導体15との接触が不十分であれば、ギャップコンダクタンスが大きくな
り、実際の温度と測定値との誤差が大きくなる結果を招くものとなる。
【００４１】
　第２の実施形態では、接触部40のばね41が内導体15に圧接し、接触部40と内導体15との
接触が十分に確保されるため、熱電対36が接触部40を介して内導体15の温度を正確に測定
することができ、実際の温度と測定値との測定誤差を小さくすることができる。
【００４２】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００４３】
　10　　高周波入力結合器
　11　　結合器本体
　15　　内導体
　16　　外導体
　26　　支持ロッド
　28　　円筒部
　35　　検出部
　36　　熱電対
　40　　接触部
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